
- 1 -

平成１９年９月１０日（月） 午前１０時 開 会日 時
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１３番 斎 藤 直 文 １４番 工 藤 賢 治

１５番 福 士 幸 雄 １６番 村 上 隆 昭

（なし）欠席議員

出席要求による出席者職氏名

市 長 鳴 海 広 道 副 市 長 玉 田 芙佐男

総 務 部 長 村 上 豊 継 企画財政部長 柿 崎 武 光
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農林商工部長兼
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黒 石 病 院
上下水道部長 盛 恵之介 事 務 局 長 木 立 正 博

総 務 課 長 佐 山 孝 司 財 政 課 長 成 田 耕 作

国保医療課長 福 士 勝 彦 福祉総務課長 清 水 弘 美

農 林 課 長 兼
工 藤 秀 雄 土 木 課 長 村 元 茂バイオ技術センター次長

教 育 委 員 会
監 査 委 員 瀬 左喜男 委 員 長 篠 村 正 雄

教 育 長 横 山 重 三 教 育 部 長 工 藤 忠

選挙管理委員会
委 員 長 佐 藤 明 農業委員会会長 木 村 兼 作

会議に付した事件の題目及び議事日程

平成１９年第３回黒石市議会定例会議事日程 第１号

平成１９年９月１０日（月） 午前１０時 開 議

第 １ 会議録署名議員の指名

第 ２ 会期の決定

第 ３ 報告第１５号 黒石市国民保護計画の作成について
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第 ４ 議案第７１号 平成１８年度黒石市一般会計歳入歳出決算認定について

第 ５ 議案第７２号 平成１８年度黒石市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定につい

て

第 ６ 議案第７３号 平成１８年度黒石市老人保健特別会計歳入歳出決算認定について

第 ７ 議案第７４号 平成１８年度黒石市姥懐霊園墓地特別会計歳入歳出決算認定につい

て

第 ８ 議案第７５号 平成１８年度黒石市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について

第 ９ 議案第７６号 平成１８年度黒石市西十和田ユース・ホステル特別会計歳入歳出決

算認定について

第１０ 議案第７７号 平成１８年度黒石市観光施設事業特別会計歳入歳出決算認定につい

て

第１１ 議案第７８号 平成１８年度黒石市簡易水道特別会計歳入歳出決算認定について

第１２ 議案第７９号 平成１８年度黒石市温泉供給事業特別会計歳入歳出決算認定につい

て

第１３ 議案第８０号 平成１８年度黒石市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定に

ついて

第１４ 議案第８１号 平成１８年度黒石市土地取得特別会計歳入歳出決算認定について

第１５ 議案第８２号 平成１８年度黒石市中川財産区会計歳入歳出決算認定について

第１６ 議案第８３号 平成１８年度黒石市上十川財産区会計歳入歳出決算認定について

第１７ 議案第８４号 平成１８年度黒石市追子野木財産区会計歳入歳出決算認定について

第１８ 議案第８５号 平成１８年度黒石市温湯財産区会計歳入歳出決算認定について

第１９ 議案第８６号 平成１８年度黒石市袋財産区会計歳入歳出決算認定について

第２０ 議案第８７号 平成１８年度黒石市国民健康保険黒石病院事業会計決算認定につい

て

第２１ 議案第８８号 平成１８年度黒石市水道事業会計決算認定について

第２２ 議案第８９号 平成１８年度黒石市下水道事業会計決算認定について

第２３ 議案第９０号 黒石市長の資産等の公開に関する条例の一部を改正する条例制定に

ついて

第２４ 議案第９１号 黒石市職員の特殊勤務手当支給条例の一部を改正する条例制定につ

いて

第２５ 議案第９２号 黒石市職員の分限に関する条例制定について

第２６ 議案第９３号 黒石市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例制
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定について

第２７ 議案第９４号 青森県中弘南黒地方視聴覚教育協議会の廃止について

第２８ 議案第９５号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて

第２９ 議案第９６号 平成１９年度黒石市一般会計補正予算（第３号）

第３０ 議案第９７号 平成１９年度黒石市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）

第３１ 議案第９８号 平成１９年度黒石市老人保健特別会計補正予算（第１号）

第３２ 議案第９９号 平成１９年度黒石市介護保険特別会計補正予算（第１号）

第３３ 議案第 号 平成１９年度黒石市水道事業会計補正予算（第１号）１００

第３４ 議案第 号 平成１９年度黒石市下水道事業会計補正予算（第１号）１０１

第３５ 議案第 号 平成１９年度黒石市簡易水道特別会計補正予算（第１号）１０２

第３６ 議案第 号 平成１９年度黒石市農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）１０３

第３７ 議案第 号 平成１９年度黒石市土地取得特別会計補正予算（第１号）１０４

第３８ 議案第 号 平成１９年度黒石市上十川財産区会計補正予算（第１号）１０５

第３９ 議案第 号 平成１９年度黒石市追子野木財産区会計補正予算（第１号）１０６

市 長 提 案 理 由 説 明

第４０ 決算特別委員会設置について

出席した事務局職員職氏名

事 務 局 長 斎 藤 光 雄

次 長 長谷川 直 伸

議 事 係 長 太 田 誠

議 事 係 主 査 山 谷 成 人

会議の 末

午前１０時０４分 開 会

ただいまから、平成１９年第３回黒石市議会定例会を開会いたします。◎議長（斎藤直文）

直ちに本日の会議を開きます。

本日の議事は、議事日程第１号をもって進めます。

日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。◎議長（斎藤直文）

会議録署名議員は、会議規則第８０条の規定により、議長において３番大溝雅昭議員、１４

番工藤賢治議員を指名いたします。

日程第２ 会期の決定を議題といたします。◎議長（斎藤直文）
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お諮りいたします。

今期定例会の会期は、本日から９月２１日までの１２日間といたしたいと思います。これに

御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

御異議なしと認めます。◎議長（斎藤直文）

よって、会期は１２日間と決定いたしました。

この際、諸般の報告をいたします。◎議長（斎藤直文）

まず、議長、事務局長において、第８３回全国市議会議長会定期総会に出席いたしましたの

で、別紙のとおり御報告いたします。

次に、監査委員から、例月出納検査報告並びに財政援助団体監査報告が提出されました。よ

って、その写しをお手元に配付しておきましたので、御了承願います。

次に、議員派遣の件について、別紙議員派遣承認報告書のとおり、閉会中、議長において議

員派遣を承認いたしましたので、御報告いたします。

日程第３ 報告第１５号から、日程第３９ 議案第１０６号まで、合わせ◎議長（斎藤直文）

て３７件を一括上程いたします。

この際、理事者から提案理由の説明を求めます。市長。

登 壇

今回の定例会に提案いたしました議案の概要について御説明申し上げます。◎市長（鳴海広道）

案件は、平成１８年度黒石市一般会計及び各特別会計決算認定について１９件のほか、平成

１９年度黒石市一般会計補正予算案など、合わせて３７件であります。

最初に、報告第１５号は、黒石市国民保護計画の作成についてでありますが、武力攻撃事態

等における国民の保護のための措置に関する法律第３５条第１項に基づき黒石市国民保護計画

を作成しましたので、同条第６項の規定により、報告するものであります。

次に、議案第７１号から議案第８９号までは、平成１８年度各会計決算認定についてであり

ますが、それぞれ監査委員の審査を受け、その意見を付して、決算書を提出した次第でありま

す。

さて、決算内容の細部につきましては、参与からそれぞれ説明をいたさせますが、そのあら

ましについて、御説明申し上げます。

まず、一般会計につきましては、予算現額１７９億８，２６９万４，０００円に対し、支出

額１７８億３，３１８万５千余円であります。
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したがいまして、翌年度への繰越額を除いた不用額は、７，２８６万６千余円となっており

ます。

また、翌年度への繰越額を差し引いた予算現額に対する支出済額の割合は、９９．６％であ

ります。

不用額の主なものは、教育費３，２８６万６千余円、災害復旧費１，１２６万７千余円、総

務費１，００５万９千余円などでございます。

歳入では、収入済額１７２億４，７５９万７千余円となっており、調定額に対し、９７．６

％の割合になりました。

内容といたしましては、予算現額に対し、市税２，１９５万７千余円、使用料及び手数料６

２４万３千余円の増額となっておりますが、諸収入７億１９３万２千余円、市債２，８７０万

円などが減額になりました。

歳入歳出差し引きでは、５億８，５５８万７千余円の歳入不足となり、繰越明許による翌年

度に繰り越すべき一般財源５，９６２万６，０００円と合わせた６億４，５２１万３千余円は、

繰上充用金をもって補てんいたしました。

次に、国民健康保険特別会計は、予算現額４６億４，９２４万８，０００円に対し、支出済

額は４４億４，４２５万３千余円となっており、２億４９９万４千余円の不用額が出ておりま

す。

不用額の主なものは保険給付費７，１３３万２千余円、予備費６，７２２万円などでありま

す。

歳入では、収入済額が４５億１，８６９万８千余円となりましたので、差し引き７，４４４

万４千余円の黒字となり、翌年度へ繰り越すことにいたしました。

老人保健特別会計では、予算現額３２億７，３５８万１，０００円に対し、支出済額は３２

億６，１０９万６千余円となっており、これに対し、収入済額は３２億６，６２６万９千余円

であります。

したがいまして、差し引き５１７万２千余円の黒字となりましたので、翌年度へ繰り越すこ

とにいたしました。

次に、姥懐霊園墓地特別会計は、予算現額９，５８７万８，０００円に対し、支出済額は９，

３２６万９千余円でありますが、収入済額が１，１８１万７千余円にとどまり、歳出に対し、

差し引き８，１４５万２千余円の不足額が生じましたので、繰上充用金をもって補てんいたし

ました。

介護保険特別会計では、予算現額２４億７，８５５万円に対し、支出済額は２４億１，３６

５万６千余円となっており、これに対し、収入済額は２４億８，２６１万余円であります。
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したがいまして、差し引き６，８９５万３千余円から繰越明許による翌年度に繰り越すべき

２２１万７，０００円を差し引いた６，６７３万６千余円を翌年度へ繰り越すことにいたしま

した。

次に、西十和田ユース・ホステル特別会計は、予算現額８，９０３万９，０００円に対し、

支出済額は８，９０３万８千余円でありますが、収入済額が２０２万６千余円にとどまり、歳

出に対し、差し引き８，７０１万２千余円の不足額が生じましたので、繰上充用金をもって補

てんいたしました。

観光施設事業特別会計は、予算現額３億１，２０８万１，０００円に対し、支出済額は２億

９，２１７万余円でありますが、収入済額が３，６８１万４千余円にとどまり、歳出に対し、

差し引き２億５，５３５万６千余円の不足額が生じましたので、繰上充用金をもって補てんい

たしました。

次に、簡易水道特別会計では、予算現額８，７０５万２，０００円に対し、支出済額は１，

４７５万２千余円となっており、これに対し、収入済額が８，７３６万５千余円となりました

ので、差し引き７，２６１万３千余円の黒字となり、翌年度へ繰り越すことにいたしました。

温泉供給事業特別会計は、予算現額２億１，３４２万１，０００円に対し、支出済額は２億

８８５万８千余円でありますが、これに対し、収入済額が１，５４６万３千余円にとどまり、

歳出に対し、差し引き１億９，３３９万５千余円の不足額が生じましたので、繰上充用金をも

って補てんいたしました。

次に、農業集落排水事業特別会計では、予算現額１，９０９万８，０００円に対し、支出済

額は１，８５２万５千余円となっており、これに対し、収入済額が１，９１９万９千余円であ

ります。

したがいまして、差し引き６７万３千余円の黒字となりましたので翌年度へ繰り越すことに

いたしました。

土地取得特別会計では、予算現額４，０００円に対し、支出済額は、１千余円となっており、

収入済額は３千余円であります。

したがいまして、差し引き２千余円の黒字となりましたので、翌年度へ繰り越すことにいた

しました。

次に、各財産区会計について申し上げます。

中川財産区会計を初め、上十川、追子野木、温湯、袋の各財産区会計については、それぞれ

歳入歳出差し引きで黒字となっておりますので、翌年度へ繰り越すことにいたしました。

次に、国民健康保険黒石病院事業会計についてでありますが、収益的収入及び支出では、収

入額４２億７，８０８万２千余円に対し、支出額５０億５，７００万８千余円となっており、
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消費税を除いた当年度の純損失は、７億５，８１４万２千余円であります。

したがいまして、前年度繰越欠損金と当年度純損失を加えた当年度未処理欠損金は、４９億

４３８万９千余円となりました。

一方、資本的収入及び支出では、収入額２億７，２１６万９，０００円に対し、支出額は、

２億７，２１６万８千余円となっております。

次に、水道事業会計についてでございますが、収益的収入及び支出では、収入額８億７，９

０９万５千余円に対し、支出額７億８，３０５万８千余円となっており、消費税を除いた当年

度の純利益は、８，８３４万１千余円であります。

したがいまして、前年度繰越利益剰余金に当年度純利益を加えた当年度未処分利益剰余金は、

２億８，３１３万３千余円となりました。

一方、資本的収入及び支出では、収入額２億４，６８０万円に対し、支出額は、４億４，９

１６万５千余円となっております。

したがいまして、収入額が支出額に不足する２億２３６万５千余円は、過年度分損益勘定留

保資金などで補てんいたしました。

次に、下水道事業会計について申し上げます。

収益的収入及び支出では、収入額３億６，５８７万４千余円に対し、支出額が、７億４，１

８８万９千余円となっており、消費税を除いた当年度の純損失は、３億６，７０４万５千余円

であります。

したがいまして、前年度繰越欠損金と当年度純損失を加えた当年度未処理欠損金は、３６億

７，１３９万５千余円となりました。

一方、資本的収入及び支出では、収入額７億３，２９７万６千余円に対し、支出額は７億３，

２９６万９千余円となっております。

以上、各会計決算の概要について申し上げましたが、御審議の際、詳しく御説明申し上げま

すので、よろしく認定してくださるようお願い申し上げます。

次に、そのほかの案件について、御説明いたします。

議案第９０号は、黒石市長の資産等の公開に関する条例の一部を改正する条例制定について

でありますが、証券取引法の一部改正及び郵便貯金法の廃止に伴い、所要の改正をしようとす

るものでございます。

次に、議案第９１号は、黒石市職員の特殊勤務手当支給条例の一部を改正する条例制定につ

いてでありますが、特殊勤務手当の支給額を改めるため、所要の改正をしようとするものであ

ります。

議案第９２号は、黒石市職員の分限に関する条例制定についてでありますが、地方公務員法
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の規定に基づく職員の意に反する休職等の手続や失職の例外などに関して必要な事項を定める

ため、提案するものでございます。

次に、議案第９３号は、黒石市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例制

定についてでありますが、家庭ごみの有料化を図るため、所要の改正をしようとするものであ

ります。

議案第９４号は、青森県中弘南黒地方視聴覚教育協議会の廃止についてでありますが、地方

自治法第２５２条の６においてその例によることとされる同法第２５２条の２第３項の規定に

基づき、議会の議決を求めるものでございます。

次に、議案第９５号は、人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてでありますが、

人権擁護委員法第６条第３項の規定により、人権擁護委員を推薦しようとするものであります。

議案第９６号は、平成１９年度黒石市一般会計補正予算でありますが、歳入歳出それぞれ３，

０６６万６，０００円を追加し、予算の総額を１５１億６，２８８万１，０００円にしようと

するものでございます。

まず、歳出は、本年４月の人事異動に伴う人件費を調整するほか、第３款 民生費に１億２

２７万円を追加し、第１４款 前年度繰上充用金では、平成１８年度決算の実質収支が確定し

たことにより、６，３９６万６，０００円を減額するものでございます。

歳入の主なものは、第９款 地方交付税では、本年度の普通交付税の交付額確定により、１

億３，２１４万７，０００円を増額し、第１９款 諸収入では、普通交付税の増額などに伴い、

１億９，３９５万２，０００円を減額するものでございます。

次に、議案第９７号は、平成１９年度黒石市国民健康保険特別会計補正予算でありますが、

歳入歳出それぞれ１億５，１４５万７，０００円を追加し、予算の総額を４７億８，１９９万

円にしようとするものであります。

歳出は、保険給付費及び基金積立金が主なものであり、歳入は、療養給付費等交付金及び繰

越金を計上いたしました。

議案第９８号は、平成１９年度黒石市老人保健特別会計補正予算でありますが、歳入歳出そ

れぞれ６０１万２，０００円を追加し、予算の総額を３１億４，３５６万２，０００円にしよ

うとするものでございます。

歳出は、諸支出金が主なものであり、歳入は、繰越金などを計上いたしました。

次に、議案第９９号は、平成１９年度黒石市介護保険特別会計補正予算でありますが、歳入

歳出それぞれ７，１８６万円を追加し、予算の総額を２６億３，０２８万２，０００円にしよ

うとするものであります。

歳出は、諸支出金及び基金積立金が主なものであり、歳入は、繰越金などを計上いたしまし
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た。

議案第１００号は、平成１９年度黒石市水道事業会計補正予算でありますが、収益的収入及

び支出について、それぞれ２５０万円を追加しようとするものでございます。

次に、議案第１０１号は、平成１９年度黒石市下水道事業会計補正予算でありますが、収益

的支出について、１９６万５，０００円を追加しようとするものであります。

また、議会の議決を経なければ流用することができない経費についても、職員給与費に７９

万２，０００円を追加しようとするものであります。

議案第１０２号は、平成１９年度黒石市簡易水道特別会計補正予算でありますが、歳入歳出

それぞれ１，２６１万３，０００円を追加し、予算の総額を９，４９６万７，０００円にしよ

うとするものでございます。

歳出は、事業費及び予備費であり、歳入は、繰越金を計上いたしました。

次に、議案第１０３号は、平成１９年度黒石市農業集落排水事業特別会計補正予算でありま

すが、歳入歳出それぞれ６７万３，０００円を追加し、予算の総額を１，８００万３，０００

円にしようとするものであります。

歳出は、事業費であり、歳入は、繰越金などを計上いたしました。

議案第１０４号は、平成１９年度黒石市土地取得特別会計補正予算でありますが、繰越金の

確定と基金の積み立てに伴い、歳入歳出をそれぞれ補正するものでございます。

次に、議案第１０５号は、平成１９年度黒石市上十川財産区会計補正予算でありますが、歳

入歳出それぞれ２０万５，０００円を追加し、予算の総額を１，２５１万８，０００円にしよ

うとするものであります。

議案第１０６号は、平成１９年度黒石市追子野木財産区会計補正予算でありますが、歳入歳

出それぞれ３０万４，０００円を追加し、予算の総額を２１９万６，０００円にしようとする

ものでございます。

以上、議案の内容を簡単に申し上げましたが、今定例会には、黒石地区清掃施設組合規約の

一部変更を追加提案する予定でありますので、ただいま御説明申し上げました議案とあわせて、

よろしく原案どおり御議決を賜りますようお願い申し上げます。

降 壇

お諮りいたします。◎議長（斎藤直文）

ただいま上程いたしました案件については、議事の都合により、後刻審議いたしたいと思い

ます。これに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）
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御異議なしと認めます。◎議長（斎藤直文）

よって、これらの案件については後刻審議することに決しました。

日程第４０ 決算特別委員会設置についてを議題といたします。◎議長（斎藤直文）

お諮りいたします。

先ほど上程いたしました案件のうち、平成１８年度各会計決算認定については、議員全員を

もって構成する決算特別委員会を設置し、これに付託の上、審査いたしたいと思います。これ

に御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

御異議なしと認めます。◎議長（斎藤直文）

よって、平成１８年度各会計決算認定については、議員全員をもって構成する決算特別委員

会を設置し、これに付託の上、審査することに決しました。

なお、決算特別委員会は本会議終了後、引き続きこの場所において開きますので、よろしく

お願いいたします。

この際、お諮りいたします。◎議長（斎藤直文）

議案調査、委員会審査等のため、９月１１・１２・１５・１６・１７・１８・１９・２０日

の８日間、休会いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

御異議なしと認めます。◎議長（斎藤直文）

よって、８日間休会することに決しました。

本日はこれにて散会いたします。◎議長（斎藤直文）

午前１０時３０分 散 会

地方自治法第１２３条第２項の規定により、ここに署名する。

平成１９年９月１０日

黒 石 市 議 会 議 長 斎 藤 直 文

黒 石 市 議 会 議 員 大 溝 雅 昭
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黒 石 市 議 会 議 員 工 藤 賢 治


